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令和５年第１回羅臼町議会臨時会（第１号） 

 

令和５年５月１０日（水曜日）午前１０時００分開会 

 

──────────────────────────────────── 

 

○議事日程 

 日程第 １ 仮議席の指定 

 日程第 ２ 会議録署名議員の指名 

 日程第 ３ 選挙第 １号 議長選挙 

       議長就任の挨拶 

 日程第 ４ 会期の決定 

 日程第 ５ 選挙第 ２号 副議長選挙 

       副議長就任の挨拶 

 日程第 ６ 議席の指定 

 日程第 ７ 総務民生常任委員会委員及び経済文教常任委員会委員の選任 

 日程第 ８ 広聴広報常任委員会委員の選任 

 日程第 ９ 議会運営委員会委員の選任 

 日程第１０ 選挙第 ３号 根室北部消防事務組合議会議員の選挙 

 日程第１１ 選挙第 ４号 根室北部衛生組合議会議員の選挙 

 日程第１２ 選挙第 ５号 根室北部廃棄物処理広域連合議会議員の選挙 

 日程第１３ 町長行政報告 

 日程第１４ 報告第 １号 専決処分した事件の承認について 

 日程第１５ 報告第 ２号 専決処分した事件の承認について 

 日程第１６ 報告第 ３号 専決処分した事件の承認について 

 日程第１７ 報告第 ４号 専決処分した事件の承認について 

 日程第１８ 報告第 ５号 専決処分した事件の承認について 

 日程第１９ 議案第２５号 令和５年度目梨郡羅臼町一般会計補正予算 

 日程第２０        各委員会閉会中の所管事務調査の件 

──────────────────────────────────── 

○出席議員（１０名） 

  議 長 １０番 佐 藤   晶 君    副議長  ９番 小 野 哲 也 君 

       １番 米 井 宏 喜 君         ２番 浜 岸 昭 仁 君 

       ３番 小 川 雅 勝 君         ４番 山 下 竜 哉 君 

       ５番 加 藤   勉 君         ６番 田 中   良 君 

       ７番 髙 島 讓 二 君         ８番 松 原   臣 君 
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──────────────────────────────────── 

○欠席議員（０名） 

──────────────────────────────────── 

○地方自治法第１２１条により説明のため出席した者 

 町     長  湊 屋   稔 君   副  町  長  川 端 達 也 君 

 教  育  長  石 﨑 佳 典 君   監 査 委 員         松 田 眞佐都 君 

 企画振興課長         八 幡 雅 人 君   総 務 課 長         本 見 泰 敬 君 

 税務財政課長         対 馬 憲 仁 君   税務担当課長         飯 島   東 君 

 環境生活課長         長 岡 紀 文 君   保健福祉課長         福 田 一 輝 君 

 保健･国保担当課長         洲 崎 久 代 君   子育て支援センター所長         長 内 美奈子 君 

 産業創生課長         大 沼 良 司 君   まちづくり担当課長         湊   慶 介 君 

 建設水道課長         佐 野 健 二 君   学 務 課 長         平 田   充 君 

 社会教育課長         野 田 泰 寿 君   会 計 管 理 者         鹿 又 明 仁 君 

────────────────────────────────── 

○職務のため議場に出席した者 

 議会事務局長         松 﨑 博 幸 君   議会事務局次長  堺   勝 敏 君 
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──────────────────────────────────── 

午前１０時００分 開会 

──────────────────────────────────── 

◎臨 時 議 長 挨 拶         

──────────────────────────────────── 

○議会事務局長（松﨑博幸君） おはようございます。 

 本臨時会は一般選挙後、初めての議会です。 

 議長が選挙されるまでの間、地方自治法第１０７条の規定により、年長の議員が臨時に

議長の職務を行うこととなっております。 

 出席議員中、加藤勉議員が年長の議員ですので、御紹介します。 

 加藤勉議員、議長席にお願いします。 

○臨時議長（加藤 勉君） ただいま御紹介されました、加藤勉でございます。 

 地方自治法１０７条の規定によって、議長選挙が終わるまでの間、臨時に議長の職務を

行います。どうぞよろしくお願いいたします。 

──────────────────────────────────── 

◎開会・開議宣告         

──────────────────────────────────── 

○臨時議長（加藤 勉君） ただいまの出席議員は１０人です。 

 定足数に達しておりますので、令和５年第１回羅臼町議会臨時会を開会いたします。 

 これから、本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第１ 仮議席の指定 

──────────────────────────────────── 

○臨時議長（加藤 勉君） 日程第１ 仮議席の指定を行います。 

 仮議席は、ただいま御着席の議席を指定いたします。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第２ 会議録署名議員の指名 

──────────────────────────────────── 

○臨時議長（加藤 勉君） 日程第２ 会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２３条の規定により、臨時議長において、米井宏喜君

及び浜岸昭仁君を指名いたします。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第３ 選挙第１号 議長選挙 

──────────────────────────────────── 

○臨時議長（加藤 勉君） 日程第３ 選挙第１号議長選挙を行います。 
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 地方自治法第１０３条第１項の規定により、議長の選挙を行います。 

 選挙は、地方自治法第１１８条第１項の規定により、投票で行います。 

 議場の出入口を閉鎖します。 

（議場出入口閉鎖） 

○臨時議長（加藤 勉君） ただいまの出席議員は１０名です。 

 次に、立会人を指名します。 

 会議規則第３１条第２項の規定により小川雅勝君及び山下竜哉君を指名いたします。 

 投票用紙を配付いたします。 

（投票用紙配付） 

○臨時議長（加藤 勉君） 投票用紙の配付漏れはございませんか。皆さん当たっていま

すね。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○臨時議長（加藤 勉君） それでは、配付漏れなしと認めます。 

 投票箱を点検いたします。 

（投票箱点検） 

○臨時議長（加藤 勉君） 異常なしと認めます。 

 念のため申し上げます。 

 投票は、単記無記名です。 

 投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、点呼に応じて順次投票願います。 

 点呼を命じます。 

 事務局長。 

○議会事務局長（松﨑博幸君） それでは、記載所において記載の上、投票願います。 

 １番米井宏喜議員、２番浜岸昭仁議員、３番小川雅勝議員、４番山下竜哉議員、６番田

中良議員、７番髙島讓二議員、８番小野哲也議員、９番松原臣議員、１０番佐藤晶議員、

５番加藤勉議員。 

○臨時議長（加藤 勉君） 投票漏れはありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○臨時議長（加藤 勉君） 投票漏れなしと認めます。 

 投票を終わります。 

 開票を行います。 

 小川雅勝君、山下竜哉君、開票の立会をお願いいたします。 

（開 票） 

○臨時議長（加藤 勉君） 選挙の結果を報告いたします。 

 投票総数１０票。これは、先ほどの出席議員数に符号いたしております。 

 そのうち、有効投票１０票です。無効投票はゼロ票です。 

 有効投票のうち、佐藤晶君、１０票。 
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 以上のとおり、この選挙の法定投票数は３票です。 

 したがって、佐藤晶君が議長に当選されました。 

 議場の出入口の閉鎖を解きます。 

（出入口閉鎖解除） 

○臨時議長（加藤 勉君） ただいま議長に当選されました佐藤晶君が議場におられます

ので、会議規則第３２条第２項の規定によって、当選の告知をいたします。 

 ここで、暫時休憩いたします。 

午前１０時１２分 休憩 

────────────── 

午前１０時１５分 再開 

○臨時議長（加藤 勉君） 再開いたします。 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 議長に当選されました、佐藤晶君から発言を求められておりますので、これを許しま

す。 

 佐藤晶君。 

○議長当選人（佐藤 晶君） ただいま御推挙いただきまして、ありがとうございまし

た。 

 昨日の所信表明でも述べさせていただきましたが、私にとっては、今回、議会議員とし

ての８期目の挑戦でありました。前期４年間は議長として議員各位の協力をいただきなが

ら、その職責を務めることができました。 

 今回の町議選に出馬をするに当たっては、自分なりに紆余曲折もありましたけれども、

羅臼の現状を考えたとき、現職議員の責任として出馬の決意をしたところでもありまし

た。１６年ぶりの定数オーバーとなる選挙戦となり、町民の関心も少しは向けてもらえた

のかなと、そんな感じの議会選挙でもありました。議員各位の挑戦に心から敬意を表する

ところでもあります。 

 議員の成り手がいない、このことは、町民不在の議会にもなりかねず、その環境づくり

にさらなる議会の改革を進めていくことが不可欠であります。町民に関心を持ってもらえ

る議会づくり、課題はたくさんありますけれども、一気に解決することはできませんけれ

ども、議員一丸となれば変わることも、また、変えることもできると思っております。一

層の御協力、切にお願いをするところであります。 

 湊屋町長、３期目の当選、おめでとうございます。 

 これからの手腕、大いに期待をしております。２期目の町政はコロナ対策に振り回され

た、そんな３年間であったのかなと思います。なかなか思う政策もできない状況であった

のかなと想像するところでもあります。 

 近年、基幹産業である漁業環境の現状は大変厳しく、町全体の疲弊感も、そのおかげで

そんなつながりもあります。行政のかじ取り役として、しっかりとまちづくりを進めてい
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ただきますよう、お願いを申し上げるところであります。 

 とかく議会と行政は両輪に例えられますが、議会は議会の役割をしっかりと堅持しなが

ら、これからの希望あるまちづくり、夢抱ける羅臼町のために、互いに協力し合っていこ

うではありませんか。 

 簡単ではございますけれども、議長就任の挨拶に代えさせていただきます。 

 これから、どうぞよろしくお願いいたします。(拍手) 

○臨時議長（加藤 勉君） これで、臨時議長の職務は全部終了いたしました。御協力あ

りがとうございます。 

 佐藤晶議長、議長席におつき願います。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第４ 会期の決定 

──────────────────────────────────── 

○議長（佐藤 晶君） これより、議長としての職務を執行させていただきます。 

 日程第４ 会期の決定の件を議題といたします。 

 お諮りします。 

 本臨時会の会期は、本日１日としたいと思いますが、御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（佐藤 晶君） 異議なしと認めます。 

 したがって、会期は本日１日と決定いたしました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第５ 選挙第２号 副議長選挙 

──────────────────────────────────── 

○議長（佐藤 晶君） 日程第５ 選挙第２号副議長選挙を行います。 

 地方自治法第１０３条第１項の規定により、副議長の選挙を行います。 

 選挙は、地方自治法第１１８条第１項の規定により、投票で行います。 

 議場の出入口を閉鎖します。 

（議場出入口閉鎖封鎖） 

○議長（佐藤 晶君） ただいまの出席議員は１０人です。 

 次に、立会人を指名いたします。 

 会議規則第３１条第２項の規定により、立会人に、加藤勉君及び田中良君を指名いたし

ます。 

 投票用紙を配付いたします。 

（投票用紙配付） 

○議長（佐藤 晶君） 投票用紙の配付漏れはありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（佐藤 晶君） 配付漏れなしと認めます。 
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 投票箱を点検します。 

（投票箱点検） 

○議長（佐藤 晶君） 異常なしと認めます。 

 念のために申し上げます。 

 投票は、単記無記名です。 

 投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、点呼に応じて順次投票願います。 

 点呼を命じます。 

 事務局長。 

○議会事務局長（松﨑博幸君） それでは、記載所において記載の上、投票願います。 

 １番米井宏喜議員、２番浜岸昭仁議員、３番小川雅勝議員、４番山下竜哉議員、５番加

藤勉議員、６番田中良議員、７番髙島讓二議員、８番小野哲也議員、９番松原臣議員、１

０番佐藤晶議員。 

○議長（佐藤 晶君） 投票漏れはありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（佐藤 晶君） 投票漏れなしと認めます。 

 投票を終わります。 

 開票を行います。 

 加藤勉君、田中良君、開票の立ち会いをお願いいたします。 

（開 票） 

○議長（佐藤 晶君） 選挙の結果を報告いたします。 

 投票総数１０票。これは、先ほどの出席議員数に符号いたしております。 

 そのうち、有効投票９票、無効投票１票です。 

 有効投票のうち、小野哲也君、９票。 

 以上のとおり、この選挙の法定投票数は３票です。 

 したがって、小野哲也君が副議長に当選されました。 

 議場の出入口の閉鎖を解きます。 

（出入口閉鎖解除） 

○議長（佐藤 晶君） ただいま副議長に当選されました、小野哲也君が議場におられま

すので、会議規則第３２条第２項の規定によって当選の告知をいたします。 

 ここで、暫時休憩いたします。 

午前１０時２８分 休憩 

────────────── 

午前１０時２９分 再開 

○議長（佐藤 晶君） 再開します。 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 ただいま副議長に当選されました、小野哲也君から発言を求められておりますので、こ
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れを許します。 

 小野哲也君。 

○副議長当選人（小野哲也君） 身の引き締まる思いをしております。改めて、御推挙し

ていただいた方々にお礼を申し上げます。ありがとうございます。 

 これは、頑張れという激励とともに、まだやることがあると、仕事がまだおまえは足ら

んと、言われている叱咤だと思っております。改めて、頑張らせていただきたいと思いま

す。 

 我が羅臼町議会も新メンバーが加わり、新時代が到来しました。時代はウイズ･コロナ

からアフター・コロナへと移行しています。経済、教育、医療、福祉、様々な問題が到来

し、そのスピード感が問われています。そのどれもに迅速にかつ丁寧に、そしてしっかり

と解決していくことに尽力することに、この身を捧げていきたいと思います。 

 どうぞよろしくお願いいたします。(拍手) 

──────────────────────────────────── 

◎日程第６ 議席の指定 

──────────────────────────────────── 

○議長（佐藤 晶君） 日程第６ 議席の指定を行います。 

 議席は、会議規則第３条第１項の規定により、議長において指定いたします。 

 議席番号と氏名を事務局長に朗読させます。 

 なお、議長及び副議長の議席は、議会会議規則等運用規定により、最終番号の１０番は

議長、副議長は９番といたします。 

 それでは事務局長、朗読お願いいたします。 

○議会事務局長（松﨑博幸君） それでは、議席を申し上げます。 

 議席番号１番、米井宏喜議員。 

 ２番、浜岸昭仁議員。 

 ３番、小川雅勝議員。 

 ４番、山下竜哉議員。 

 ５番、加藤勉議員。 

 ６番、田中良議員 

 ７番、髙島讓二議員。 

 ８番、松原臣議員。 

 ９番、小野哲也議員。 

 １０番、佐藤晶議員。 

 以上でございます。 

○議長（佐藤 晶君） ただいま朗読したとおり、議席を指定いたします。 

 議席が決まりましたので、それぞれただいま指定の議席におつきお願いいたします。 

 ここで、１０時５０分まで休憩いたします。 
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午前１０時３３分 休憩 

────────────── 

午前１０時５０分 再開 

○議長（佐藤 晶君） 再開します。 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第７ 総務民生常任委員会委員及び経済文教 

               常任委員会委員の選任 

──────────────────────────────────── 

○議長（佐藤 晶君） 日程第７ 総務民生常任委員会委員及び経済文教常任委員会委員

の選任を行います。 

 お諮りします。 

 両常任委員会委員の選任については、あらかじめ希望を取っておりますので、それをで

きるだけ尊重し、また、これまでの前歴等を勘案した上で、副議長を含め協議し、委員会

条例第６条第４項の規定により、議長において指名したいと思います。 

 これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（佐藤 晶君） 異議なしと認めます。 

 常任委員会委員選考のため、暫時休憩いたします。 

午前１０時５１分 休憩 

────────────── 

午前１１時００分 再開 

○議長（佐藤 晶君） 再開します。 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 休憩中に、希望を考慮し、また、希望の多い委員会については、副議長と協議・調整い

たしました結果を事務局長より報告させていただきます。 

 事務局長。 

○議会事務局長（松﨑博幸君） 各常任委員会委員を御報告申し上げます。 

 総務民生常任委員会、田中良議員、加藤勉議員、山下竜哉議員、米井宏喜議員、佐藤晶

議員。 

 経済文教常任委員会、松原臣議員、髙島讓二議員、小川雅勝議員、浜岸昭仁議員、小野

哲也議員。 

 以上でございます。 

 もう一度読み上げます。 

 総務民生常任委員会、田中良議員、加藤勉議員、山下竜哉議員、米井宏喜議員、佐藤晶

議員。 
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 経済文教常任委員会、松原臣議員、髙島讓二議員、小川雅勝議員、浜岸昭仁議員、小野

哲也議員。 

 以上でございます。 

○議長（佐藤 晶君） ただいま事務局長より、報告のとおり指名したいと思います。 

 これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（佐藤 晶君） 異議なしと認めます。 

 したがって、ただいま指名いたしましたとおり、常任委員会委員に選任することに決定

いたしました。 

 委員会条例第７条第２項の規定により、各常任委員会では委員会を開催し、正副委員長

の互選をお願いいたします。 

 総務民生常任委員会は正副議長室、経済文教常任委員会は第１委員会室でお願いいたし

ます。 

 暫時休憩いたします。 

午前１１時０２分 休憩 

────────────── 

午前１１時１８分 再開 

○議長（佐藤 晶君） 再開します。 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 諸般の報告をいたします。 

 休憩中に、各常任委員会において委員長及び副委員長の互選が行われ、その結果が議長

の手元にまいりましたので、報告いたします。 

 総務民生常任委員会委員長に田中良君、副委員長に山下竜哉君。 

 経済文教常任委員会委員長に髙島讓二君、副委員長に小川雅勝君。 

 以上のとおり互選された旨の報告がありました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第８ 広聴広報常任委員会委員の選任 

──────────────────────────────────── 

○議長（佐藤 晶君） 日程第８広聴広報常任委員会委員の選任を行います。 

 お諮りします。 

 本常任委員会の委員については、正副議長及び総務民生常任委員会委員長並びに経済文

教常任委員会委員長で協議の上、委員会条例第６条第４項の規定により、議長において指

名したいと思います。 

 これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（佐藤 晶君） 異議なしと認めます。 
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 委員選考のため、暫時休憩いたします。 

午前１１時１９分 休憩 

────────────── 

午前１１時２４分 再開 

○議長（佐藤 晶君） 再開します。 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 ただいま休憩中に委員の選考を行った結果を、事務局長より報告させていただきます。 

 事務局長。 

○議会事務局長（松﨑博幸君） 広聴広報常任委員会委員を報告します。 

 田中良議員、加藤勉議員、小川雅勝議員、浜岸昭仁議員、米井宏喜議員、小野哲也議

員。 

 以上でございます。 

○議長（佐藤 晶君） ただいま事務局長より報告のとおり、指名いたしたいと思いま

す。 

 御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（佐藤 晶君） 異議なしと認めます。 

 したがって、ただいま指名したとおり、広聴広報常任委員会委員に選任することに決定

いたしました。 

 委員会条例第７条第２項の規定により、広聴広報常任委員会を開催し、正副委員長の互

選をお願いします。正副議長室でお願いいたします。 

 暫時休憩いたします。 

午前１１時２６分 休憩 

────────────── 

午前１１時３６分 再開 

○議長（佐藤 晶君） 再開します。 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 諸般の報告をいたします。 

 休憩中に、広聴広報常任委員会において委員長及び副委員長の互選が行われ、その結果

が議長の手元にまいりましたので、報告いたします。 

 委員長に加藤勉君、副委員長に米井宏喜君。 

 以上のとおり互選された旨の報告がありました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第９ 議会運営委員会委員の選任 

──────────────────────────────────── 

○議長（佐藤 晶君） 日程第９ 議会運営委員会委員の選任を行います。 
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 お諮りします。 

 議会運営委員会の委員については、副議長と協議の上、委員会条例第６条第４項の規定

により、議長において指名したいと思います。 

 これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（佐藤 晶君） 異議なしと認めます。 

 委員選考のため、暫時休憩いたします。 

午前１１時３７分 休憩 

────────────── 

午前１１時４０分 再開 

○議長（佐藤 晶君） 再開します。 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 ただいま休憩中に委員の選考を行った結果、事務局長より報告させます。 

 事務局長。 

○議会事務局長（松﨑博幸君） 議会運営委員会委員を報告します。 

 松原臣議員、髙島讓二議員、田中良議員、加藤勉議員。 

 以上でございます。 

○議長（佐藤 晶君） ただいま事務局長より報告のとおり、指名いたしたいと思いま

す。 

 御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（佐藤 晶君） 異議なしと認めます。 

 したがって、ただいまの指名したとおり、議会運営委員会委員に選任することに決定い

たしました。 

 委員会条例第７条第２項の規定により、議会運営委員会を開催し、正副委員長の互選を

お願いいたします。正副議長室でお願いします。 

 暫時休憩いたします。 

午前１１時４１分 休憩 

────────────── 

午前１１時４５分 再開 

○議長（佐藤 晶君） 再開します。 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 諸般の報告を行います。 

 休憩中に、議会運営委員会において委員長、副委員長の互選が行われ、その結果が議長

の手元にまいりましたので、報告いたします。 

 委員長に松原臣君、副委員長に田中良君。 
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 以上のとおり互選された旨の報告がありました。 

 ここで、町長より挨拶の申出がありましたので、これを許します。 

 町長。 

○町長（湊屋 稔君） お許しをいただきましたので、一言御挨拶を申し上げます。 

 令和５年最初の議会開催に全議員の御出席を賜り、お礼を申し上げます。 

 議員皆様におかれましては、このたびの統一地方選挙におきまして、それぞれ万全の態

勢で臨まれ、日頃の活動実績やまちづくりへの情熱が町民から評価をされ、見事、羅臼町

議会議員として当選を果たされました。ここに深く敬意を表しますとともに、心からの御

祝辞を申し上げる次第であります。おめでとうございます。 

 かくいう私も、羅臼町長に再出馬させていただき、おかげをもちまして３期目の当選を

させていただきました。ここに深く感謝を申し上げます。大変ありがとうございました。

改めてこの重責に対し、身の引き締まる思いを感じているところであります。 

 我が町、羅臼町の抱える課題は山のようにありますが、この厳しい状況を打開すべく、

最大の努力を払ってまいりますので、どうか議員皆様には、さらなる御指導、御鞭撻のほ

どをお願いを申し上げます。 

 先ほど議長に佐藤議員、副議長に小野議員が選出されました。また、各常任委員会、議

会運営委員会が構成され、それぞれ正副委員長が選任され、議会の機能がスタートいたし

ました。 

 今後とも議会との疎通を十分に図りながら行政を執行してまいりますので、御協力をい

ただきますようお願いを申し上げます。 

 新型コロナウイルス感染症も５類に引き下げられ、まだまだ安心はできませんが、少し

ずつ以前の日常を取り戻しつつあります。 

 しかしながら、現在は様々な物の不足や物価高騰など、町民の生活に大きな影響を与え

ている状況であります。羅臼町の基幹産業の漁業や観光も様々な問題を抱え、大変厳しい

状況にあります。これからも古き良き伝統はしっかり継承し、悪しき風習や習慣、意識の

在り方も含め、思いきった改革を進め、町民一人一人が幸せを感じられるまちづくりのた

め、努力してまいります。 

 このたびは新たに４名の議員が加わりましたので、今後の町政運営に対し、新風を吹き

込んでいただけるような御提案や意見交換、議論をさせていただければと期待をしており

ます。 

 最後になりますが、議員各位、そして町民の皆様の御理解・御協力、そして、これから

の羅臼町まちづくりへの積極的参加をお願い申し上げ、御挨拶とさせていただきます。 

 どうぞよろしくお願いいたします。（拍手） 

──────────────────────────────────── 

◎日程第１０ 選挙第３号 根室北部消防事務組合議会議員選挙 

──────────────────────────────────── 
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○議長（佐藤 晶君） 日程第１０ 選挙第３号根室北部消防事務組合議会議員の選挙を

行います。 

 お諮りします。 

 この選挙は、前議員の任期満了により、組合規約第５条第２項の規定により、４名の選

挙することになっております。 

 選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定によって、指名推選にした

いと思います。 

 御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（佐藤 晶君） 異議なしと認めます。 

 暫時休憩いたします。 

午前１１時５１分 休憩 

────────────── 

午前１１時５１分 再開 

○議長（佐藤 晶君） 再開します。 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 根室北部消防事務組合議会議員の選任については、関係４町ともそれぞれ関連がござい

まして、その例によって選考させていただきました。 

 この組合議員には、議長、副議長、経済文教常任委員会委員長、経済文教常任委員会副

委員長、以上の４名を組合議員に指名したいと思います。 

 御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（佐藤 晶君） 異議なしと認めます。 

 したがって、ただいま指名しましたとおり、根室北部消防事務組合議会議員になること

に決定いたしました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第１１ 選挙第４号 根室北部衛生組合議会議員選挙 

──────────────────────────────────── 

○議長（佐藤 晶君） 日程第１１ 選挙第４号根室北部衛生組合議会議員の選挙を行い

ます。 

 お諮りします。 

 この選挙は、前議員の任期満了により、組合規約第５条第２項の規定により、４名選挙

することになっております。 

 選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定によって、指名推選にした

いと思います。 

 御異議ございませんか。 
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（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（佐藤 晶君） 異議なしと認めます。 

 暫時休憩いたします。 

午前１１時５２分 休憩 

────────────── 

午前１１時５２分 再開 

○議長（佐藤 晶君） 再開します。 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 根室北部衛生組合議会議員の選任については、関係３町ともそれぞれ関連がございます

ので、その例によって選考させていただきました。 

 この組合議員には、議長、副議長、総務民生常任委員会委員長、総務民生常任委員会副

委員長、以上、４名を組合議員に指名したいと思います。 

 御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（佐藤 晶君） 異議なしと認めます。 

 したがって、ただいま指名しましたとおり、根室北部衛生組合議会議員になることに決

定いたしました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第１２ 選挙第５号 根室北部廃棄物処理広域連合議会議員選挙 

──────────────────────────────────── 

○議長（佐藤 晶君） 日程第１２ 選挙第５号根室北部廃棄物処理広域連合議会議員の

選挙を行います。 

 お諮りします。 

 この選挙は、前議員の任期満了により、広域連合規約第８条第２項の規定により、４名

選挙することになっております。 

 選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定によって、指名推選にした

いと思います。 

 御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（佐藤 晶君） 異議なしと認めます。 

 暫時休憩します。 

午前１１時５４分 休憩 

────────────── 

午前１１時５４分 再開 

○議長（佐藤 晶君） 再開します。 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 
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 根室北部廃棄物処理広域連合議会議員の選任については、関係４町ともそれぞれ関連が

ございましたので、その例によって選考させていただきます。 

 この広域連合議会議員は、議長、副議長、総務民生常任委員会委員長、総務民生常任委

員会副委員長、以上４名を指名したいと思います。 

 御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（佐藤 晶君） 異議なしと認めます。 

 したがって、ただいま指名したとおり、根室北部廃棄物処理広域連合議会議員になるこ

とに決定いたしました。 

 ここで、昼食のため、午後１時まで休憩いたしたいと思います。１時より再開いたしま

す。 

午前１１時５５分 休憩 

────────────── 

午後 １時００分 再開 

○議長（佐藤 晶君） 再開します。 

 午前中に引き続き、会議を開きます。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第１３ 町長行政報告 

──────────────────────────────────── 

○議長（佐藤 晶君） 日程第１３ 町長から行政報告の申出がありましたので、これを

許します。 

 町長。 

○町長（湊屋 稔君） ただいまお許しをいただきましたので、２件の行政報告をさせて

いただきます。 

 １件目は、春の叙勲授賞についてであります。 

 このたび、令和５年４月２９日に発令されました春の叙勲におきまして、元羅臼消防団

第６分団長であります神山公仁氏が、瑞宝単光章を受賞されましたので、御報告をさせて

いただきます。 

 神山氏におかれましては、昭和４７年に羅臼町消防団に入団以来、郷土愛の遂行なる精

神と地域防災の使命の下、幾多の災害現場においてその手腕を遺憾なく発揮するととも

に、４３年余の長きにわたり、住民の安全と防災啓発に努めてこられました。また、団員

相互の融和を図り、団員の指導、消防体制の強化に尽力した功績が認められ、このたびの

授賞となったものであります。 

 御本人の栄誉はもとより、当町にとりましても誠に名誉なことであり、ここに御報告を

申し上げる次第であります。 

 ２件目は、火災の発生についてであります。 
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 令和５年中、２件目の火災が発生しておりますので、御報告いたします。 

 この火災は、令和５年４月１２日水曜日、１５時４５分に覚知した幌萌町福田一輝宅、

車庫の建物火災であり、出荷者本人から通報を受け、消防署から３台の消防車が出動しま

たした。 

 車庫内においてまきストーブを使用し、消火を待たずに自宅に戻っていたが、約３０分

後に爆発音がしたため、野外へ出て確認したところ、車庫から出火しているのが見え、消

防に通報し覚知となりました。 

 消防団からは１、２、３、６分団が出動しています。先着した職員により消火活動を実

施、近隣の防火水槽を使用し、放水を実施しております。死傷者等はおりません。１６時

２８分に火炎及び延焼のないことを確認し、鎮火といたしました。 

 出火原因については、現在調査中であります。 

 以上でございます。 

○議長（佐藤 晶君） これで、行政報告は終わりました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第１４ 報告第１ 専決処分した事件の承認について 

──────────────────────────────────── 

○議長（佐藤 晶君） 日程第１４ 報告第１号専決処分した事件の承認について、議題

といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 副町長。 

○副町長（川端達也君） 議案の１ページをお願いいたします。 

 報告第１号専決処分した事件の承認について。 

 地方自治法第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、報告し、

承認を求める。 

 ２ページをお願いいたします。 

 専決処分書。 

 令和４年度目梨郡羅臼町一般会計補正予算について、地方自治法第１７９条第１項の規

定により、別紙のとおり専決処分する。 

 専決処分年月日につきましては、令和５年３月３１日であります。 

 ３ページをお願いいたします。 

 令和４年度目梨郡羅臼町一般会計補正予算。 

 令和４年度目梨郡羅臼町の一般会計補正予算は、次に定めるところによる。 

 第１条は、歳入歳出予算の補正であります。 

 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２億１,２３６万４,０００円を減額し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６５億６,１９６万６,０００円とする。 

 ２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳
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出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 第２条は、地方債の補正であります。 

 地方債の変更は、「第２表 地方債補正」による。 

 ４ページをお願いいたします。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 歳入でございます。 

 ２款地方譲与税５１万７,０００円を追加し、１,８３０万４,０００円。 

 １項地方揮発油譲与税３万９,０００円を減額し、４３６万１,０００円。 

 ２項自動車重量譲与税５５万６,０００円を追加し、１,３０５万６,０００円。 

 ３款１項利子割交付金７万７,０００円を減額し、２５万７,０００円。 

 ４款１項配当割交付金７６万７,０００円を追加し、１８６万７,０００円。 

 ５款１項株式等譲渡所得割交付金２９万６,０００円を追加し、１４９万６,０００円。 

 ６款１項法人事業税交付金６１１万３,０００円を追加し、１,０１１万３,０００円。 

 ７款１項地方消費税交付金２,３２６万７,０００円を追加し、１億３,３２６万７,００

０円。 

 ８款１項環境性能割交付金６１万２,０００円を追加し、１６１万２,０００円。 

 ９款１項地方特例交付金４２万８,０００円を追加し、２２２万８,０００円。 

 １０款１項地方交付税４,５４７万円を追加し、２４億６,６１１万２,０００円。特別

交付税が追加となっております。 

 ここまでの２款地方譲与税から１０款地方交付税までにつきましては、譲与税や交付

金、交付税の確定によるものでございます。 

 １２款分担金及び負担金４７万６,０００円を減額し、５,４００万１,０００円。 

 １項分担金４７万６,０００円を減額し、５２万４,０００円。道営草地整備改良事業負

担金の事業費の確定に伴いまして、受益者の分担金が減額となります。 

 １３款使用料及び手数料３６万円を減額し、８,８１２万円。 

 １項使用料３６万円を減額し、５,６９２万１,０００円。放課後児童クラブの利用人数

が、当初見込みより減少したことによるものでございます。 

 １４款国庫支出金２２７万円を減額し、５億９５０万５,０００円。 

 １項国庫負担金１,３２３万９,０００円を減額し、１億５,３９６万９,０００円。内訳

につきましては、小規模保育事業給付費３０６万６,０００円、障がい者介護・訓練等給

付費３２５万円、障がい者自立支援医療費２００万円、新型コロナウイルスワクチン接種

対策費４９２万３,０００円がそれぞれ負担金額の確定による減額となります。 

 ５ページをお願いいたします。 

 ２項国庫補助金１,０９６万９,０００円を追加し、３億５,３２５万９,０００円。内訳

につきましては、新型コロナウイルス地方創生臨時交付金を活用して実施しました２３件

の事業費が確定したことにより、１,２７７万４,０００円の減額、子育て世帯臨時特別給
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付金５５万円、放課後児童クラブにおける子ども子育て支援交付金９６万７,０００円、

電力・ガス食料品等価格高騰緊急支援事業３６８万４,０００円、合併浄化槽設置事業２

０４万３,０００円、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費７６万３,０００円

がそれぞれ事業費確定による減額となります。 

 また、学校施設環境改善交付金３万７,０００円、社会資本整備費総合交付金で３,１７

１万３,０００円が交付額の確定により増額となります。 

 １５款道支出金７０３万円を減額し、１億６,７２７万８,０００円。 

 １項道負担金３８０万９,０００円を減額し、８,１３２万５,０００円。内訳につきま

しては、国庫負担金と同様、小規模保育事業給付費で１１８万４,０００円、障がい者介

護・訓練等給付費１６２万５,０００円、障がい者自立支援医療費１００万円がそれぞれ

負担金額の確定による減額となります。 

 ２項道補助金２２０万円を減額し、６,６６３万３,０００円。内訳につきましては、重

度心身障がい者医療給付費７２万６,０００円、放課後児童クラブにおける子ども子育て

支援交付金で９６万７,０００円、乳幼児等医療１２万１,０００円、中山間地域等直接支

払交付金３８万６,０００円がそれぞれ事業費確定による減額でございます。 

 ３項道委託金１０２万１,０００円を減額し、１,９３２万円。参議院議員通常選挙にお

ける執行経費確定により、北海道からの委託金の減額となります。 

 １７款１項寄附金７,６３０万円を減額し、６億２,６４１万７,０００円。これにつき

ましては、企業版ふるさと納税に対する寄附金が２件あり、１５０万円の追加とふるさと

納税の寄附額確定により、７,７８０万円が減額されるものでございます。 

 なお、令和４年度のふるさと納税寄附額は、約６億２,１８３万５,０００円となる見込

みでございます。 

 １８款繰入金１項基金繰入金７,９７６万円を減額し、５億３,０９９万２,０００円。

内訳につきましては、基金を活用した事業におきまして事業費が確定したことにより、当

該繰入金の減額を行うものでございます。公共施設整備基金繰入金が４,４０７万３,００

０円、文教施設整備基金繰入金が１４３万４,０００円、知床・羅臼まちづくり基金繰入

金につきましては、３,４２５万３,０００円をそれぞれ減額しております。 

 １９款１項繰越金１億２,７９１万８,０００円を減額し、７,５６７万４,０００円。歳

出の財源調整のため、その財源を繰越金に求めるものでございますが、歳出の執行残や繰

入見込みが増額となったことによる減額となります。 

 ２０款諸収入７９５万７,０００円を追加し、７,８２５万１,０００円。 

 ３項雑入７９５万７,０００円を追加し、６,８７７万５,０００円につきましては、宝

くじ交付金３２４万５,０００円の増額、北海道権限移譲事務交付金が１０万８,０００円

の増額、北方領土隣接地域振興事業補助率差額交付金４８０万４,０００円の増額、いき

いきふるさと推進事業助成金２０万円の減額であり、いずれも事業費確定によるものでご

ざいます。 
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 ２１款１項町債３６０万円を減額し、１１億７,８７０万円。これにつきましては、職

員住宅解体事業債１０万円、移住・定住促進住宅整備事業債２０万円、漁港改修局改事業

債２０万円、商工会補助事業債４０万円、温泉供給設備高効率化改修事業債１６０万円、

給食センター備品更新事業債１１０万円がそれぞれ事業費確定により、起債の借入額が減

額となるものでございます。 

 歳入合計２億１,２３６万４,０００円を減額し、６５億６,１９６万６,０００円となる

ものでございます。 

 ６ページをお願いいたします。 

 歳出でございます。 

 ２款総務費９,５６５万４,０００円を減額し、２１億１,６３９万３,０００円。 

 １項総務管理費９,４６３万３,０００円を減額し、１８億６,７７６万４,０００円。内

訳につきましては、積立金で１,１５０万円の追加でありますが、昨年１２月議会におい

て条例制定させていただきました企業版ふるさと納税基金におきまして、取り崩し型基金

として一般財源を積み立てて事業の推進を図るものでございますので、１,０００万円を

積み立てするものと、２件で１５０万円の寄附をいただきましたので、これを積み立てす

るものでございます。また、職員研修に要する経費１４５万円の減額ですが、コロナの影

響による研修機会や会議等の減少によるものでございます。 

 町バス運行に係る減収分負担金２１０万１,０００円が減でありますが、第１回定例議

会で補正させていただいた後、阿寒バスが受ける補助金が増額になったことで、各市町の

負担額が減額となったものでございます。 

 町営住宅に要する経費９４２万１,０００円の減は、町営住宅等長寿命化工事の入札減

や、特定入居者の移転補償など事業費確定によるものでございます。職員住宅に要する経

費７２万円が減でありますが、職員住宅改修工事などの事業費確定によるものでございま

す。その他町財産に要する経費１７０万３,０００円の減は、町道の測量を予定しており

ましたが、隣接する道道の測量成果が確定しないことで未実施となったことによる執行残

となっております。 

 移住促進事業に要する経費１,０００万円が減となりますが、移住・定住促進に向けた

補助金制度を設けましたが、利用実績がなかったものによるものでございます。知床物産

展に要する経費１０８万５,０００円の減及び地域提案型事業に要する経費１８５万３,０

００円の減、ふるさと納税に要する経費７,７８０万円の減につきましては、それぞれ事

業費確定による減額でございます。 

 ４項選挙費１０２万１,０００円を減額し、１,３０７万３,０００円。参議院議員通常

選挙に要する経費の確定によるものでございます。 

 ３款民生費２,８５０万５,０００円を減額し、５億３,９９８万７,０００円。 

 １項社会福祉費２,２５２万円を減額し、４億１,６６０万６,０００円。内訳につきま

しては、電力・ガス食料品等価格高騰緊急支援給付事業３８７万７,０００円の減、障が
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い者自立支援に要する経費１,１９８万５,０００円の減、重度心身障がい者医療費助成事

業に要する経費１６１万４,０００円が減となりますが、それぞれ事業費確定によるもの

でございます。また、特別会計繰出金は、介護保険事業特別会計の繰出金で５０４万４,

０００円の減で、介護保険給付費などの確定によるものでございます。 

 ２項児童福祉費５９８万５,０００円を減額し、１億２,３３２万８,０００円。小規模

保育事業に要する経費５４３万５,０００円の減、子育て世帯臨時特別給付金で５５万円

の減は、事業費確定によるものでございます。 

 ４款衛生費１,９５０万８,０００円を減額し、１５億５２万５,０００円。 

 １項保健衛生費１,７９０万１,０００円を減額し、３億４,６１１万９,０００円。生活

習慣病・がん検診に要する経費で１６５万８,０００円の減、予防接種に要する経費で３

０６万７,０００円の減、新型コロナウイルスワクチン接種に要する経費が５６８万６,０

００円の減、これらはそれぞれ事業費確定による減額でございます。 

 特別会計繰出金は、水道事業会計の繰出金で１００万円の減でありますが、水道料減免

措置に伴う事業費確定でございます。 

 乳幼児等医療扶助費２７万円の減、子ども医療扶助費１６１万２,０００円の減、合併

処理浄化槽普及事業費４６０万８,０００円は、それぞれ事業費確定による減額となって

おります。 

 ３項清掃費１６０万７,０００円を減額し、１１億４,６７５万７,０００円。内訳につ

きましては、し尿処理負担金７８万４,０００円の減、生ごみ処理事業委託料８２万３,０

００円の減で、負担金や事業費の確定による減額となっております。 

 ５款農林水産業費２１５万７,０００円を減額し、１億７０２万１,０００円。 

 １項農業費９９万２,０００円を減額し、１,１５３万７,０００円。中山間地域等直接

支払交付金５１万６,０００円の減、道営草地整備改良事業負担金で４７万６,０００円の

減、これらは負担金等の確定によるものでございます。 

 ３項水産業費１１６万５,０００円を減額し、９,２１７万６,０００円。海岸町船揚場

撤去工事に伴う事業費確定により７６万５,０００円の減、ウニ種苗生産事業中止による

補助金で４０万円の減額となっております。 

 ６款１項商工費１,１４７万５,０００円を減額し、２億８,８１０万４,０００円。中小

企業振興資金融資利子補給金及び保証料補助金４６万５,０００円の減、新型コロナウイ

ルス感染症経済対策に要する経費９４１万円が減でありますが、事業費確定による減額と

なっております。 

 また、温泉供給設備高効率化改修工事で１６０万円の減は入札減でございます。 

 ７款土木費３,１１２万５,０００円を減額し、１億４,８５３万６,０００円。 

 ２項道路橋りょう費３,１１２万５,０００円を減額し、１億４,７２９万５,０００円。

これにつきましては、３月議会で除雪委託料を補正していただきましたが、３月の降雪量

が少なかったことによる減額となっております。 
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 ８款教育費８２７万３,０００円を減額し、４億６,４５０万４,０００円。 

 １項教育総務費１７０万３,０００円を減額し、８,９４９万３,０００円。英語指導助

手に要する経費で８５万円の減額ですが、英語指導助手１名が年度途中で退職し２か月ほ

ど不在期間があったことと、また、会議等の旅費６０万円の減、学校ネットワーク環境整

備委託料２５万３,０００円は、それぞれ事業費確定による減額でございます。 

 ２項小学校費５５万９,０００円を減額し、５,３５６万８,０００円。小学校の就学援

助費の事業費の確定によるものでございます。 

 ３項中学校費９６万７,０００円を減額し、２,５３７万４,０００円。中学校の就学援

助費の事業費確定によるものでございます。 

 ４項幼稚園費２０８万１,０００円を減額し、２,３７１万２,０００円。これにつきま

しては、羅臼幼稚園ＬＥＤ改修工事に伴う入札減や幼稚園代替教諭、職員研修旅費など事

業費の確定によるものでございます。 

 ５項社会教育費５８万３,０００円を減額し、１億１,４７７万２,０００円。図書館改

修工事基本設計・実施設計委託料の入札減となっております。 

 ６項保健体育費２３８万円を減額し、１億５,７５８万５,０００円。体育館の燃料費の

確定により７０万円の減額、また、給食センター調理員報酬や燃料費の確定により１６８

万円が減額となっております。 

 １０款１項職員費１,５６６万７,０００円を減額し、８億２,８９０万４,０００円。職

員の中途退職や育児休業などによりまして、給与費の減額となっております。 

 歳出合計２億１,２３６万４,０００円を減額し、６５億６,１９６万６,０００円となる

ものでございます。 

 ８ページをお願いいたします。 

 第２表地方債補正。 

 ６件の事業の変更でございますが、いずれも事業費確定に伴う限度額のみの変更でござ

います。 

 １件目は、移住・定住促進住宅整備事業債は８９０万円から８７０万円へ変更。 

 ２件目、漁港改修局改事業債４２０万円から４００万円へ変更。 

 ３件目は、温泉供給整備高効率化改修事業債５,４９０万円から５,３３０万円へ変更。 

 ４件目、給食センター備品更新事業債７４０万円から６３０万円へ変更。 

 ５件目は、職員住宅解体事業債３８０万円から３７０万円へ変更。 

 ６件目、商工会補助事業債１,０８０万円から１,０４０万円へ変更であります。 

 なお、起債の方法、利率、償還の方法につきましては、変更はございません。 

 以上でございますが、事項別明細書を別添資料として配付させていただいておりますの

で、後ほどお目通しお願いいたします。 

 以上でございます。 

○議長（佐藤 晶君） 説明が終わりましたので、質疑を許します。 
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 質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（佐藤 晶君） これで質疑を終わります。 

 これから、報告第１号を採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 報告第１号専決処分した事件は、承認することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（佐藤 晶君） 起立総員です。 

 したがって、日程第１４ 報告第１号専決処分した事件の承認については、承認するこ

とに決定いたしました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第１５ 報告第２ 専決処分した事件の承認について 

──────────────────────────────────── 

○議長（佐藤 晶君） 日程第１５ 報告第２号専決処分した事件の承認について、議題

といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 保健・国保担当課長。 

○保健・国保担当課長（洲崎久代君） 議案の９ページをお願いします。 

 報告第２号専決処分した事件の承認についてでございます。 

 地方自治法第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、報告し、

承認を求めるものでございます。 

 １０ページをお願いします。 

 専決処分書。 

 令和４年度目梨郡羅臼町国民健康保険事業特別会計補正予算について、地方自治法第１

７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分する。 

 なお、専決処分年月日は、令和５年３月３１日でございます。 

 １１ページをお願いします。 

 令和４年度目梨郡羅臼町国民健康保険事業特別会計補正予算。 

 令和４年度目梨郡羅臼町の国民健康保険事業特別会計補正予算は、次に定めるところに

よる。 

 第１条は、歳入歳出予算の補正でございます。 

 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１,４６６万４,０００円を減額し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ９億８,３３５万３,０００円とする。 

 ２項は、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 １２ページをお願いいたします。 
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 第１表、歳入歳出予算補正。 

 歳入でございます。 

 ３款道支出金１,４１１万６,０００円を減額し、６億６３万７,０００円。 

 １項道補助金１,４１１万６,０００円を減額し、６億６３万６,０００円。令和４年度

の保険給付費の確定による保険給付費等交付金の減額及び基本健診業務委託料及び生活習

慣病重症化予防対策委託料の減額に伴う財源である道補助金の減額でございます。 

 続きまして、５款繰入金５４万８,０００円を減額し、６,４７１万９,０００円。 

 ２項基金繰入金５４万８,０００円を減額し、１,４３７万１,０００円。特定健康診査

等事業費の減額に伴う財源調整でございます。 

 歳入合計１,４６６万４,０００円を減額し、９億８,３３５万３,０００円とするもので

ございます。 

 １３ページをお願いします。 

 歳出でございます。 

 ２款保険給付費１,３４４万３,０００円を減額し、４億８,８８９万５,０００円。 

 １項療養諸費１,０７０万４,０００円を減額し、４億１,６９５万１,０００円。被保険

者数及び１人当たりの診療費の減少により、療養給付費の支出が当初見込みより減少した

ことによるものでございます。 

 ２項高額療養費１８８万７,０００円を減額し、６,８２１万３,０００円。療養給付費

同様に、被保険者数及び１人当たりの診療費の減少により、当初見込みより高額療養費の

支出が抑制されたことによるものでございます。 

 ４項出産育児諸費８５万２,０００円を減額し、３３５万１,０００円。被保険者数の減

少により出産数についても減少し、出産育児一時金の支出が当初の見込みより減少したこ

とによるものでございます。 

 ５款保険事業費１２２万１,０００円を減額し、１,４９４万３,０００円。 

 １項保険事業費６７万３,０００円を減額し、１,１５４万６,０００円。内容は２点ご

ざいまして、１点目は新型コロナウイルス感染症対策により、総合健診の申込上限数を下

げたことから、健診後の２次健診対象者についても減少したことによるもの、２点目は生

活習慣病重症化予防対策委託料において、研修をＷＥＢ開催としたための減額でございま

す。 

 ２項特定健康診査等事業費から５４万８,０００円を減額し、３３９万７,０００円。新

型コロナウイルス感染症対策により、総合健診申込上限数を下げたことにより、受診数が

減少したことによるものでございます。 

 歳出合計、１,４６６万４,０００円を減額し、９億８,３３５万３,０００円とするもの

でございます。 

 また、事項別明細書につきましては、別冊資料４６ページから５３ページに掲載してお

りますので、後ほどお目通し願います。 
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 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（佐藤 晶君） 説明が終わりましたので、質疑を許します。 

 質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（佐藤 晶君） これで質疑を終わります。 

 これから、報告第２号を採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 報告第２号専決処分した事件は、承認することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（佐藤 晶君） 起立総員です。 

 したがって、日程第１５ 報告第２号専決処分した事件の承認については、承認するこ

とに決定いたしました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第１６ 報告第３ 専決処分した事件の承認について 

──────────────────────────────────── 

○議長（佐藤 晶君） 日程第１６ 報告第３号専決処分した事件の承認について、議題

といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（福田一輝君） 議案の１４ページをお願いいたします。 

 報告第３号専決処分した事件の承認について。 

 地方自治法第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、報告し、

承認を求める。 

 １５ページをお願いいたします。 

 専決処分書。 

 令和４年度目梨郡羅臼町介護保険事業特別会計補正予算について、地方自治法第１７９

条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分する。 

 なお、専決処分年月日は、令和５年３月３１日でございます。 

 １６ページをお願いいたします。 

 令和４年度目梨郡羅臼町介護保険事業特別会計補正予算。 

 令和４年度目梨郡羅臼町の介護保険事業特別会計補正予算は、次に定めるところによ

る。 

 第１条は、歳入歳出予算の補正でございます。 

 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ４,０３５万５,０００円を減額し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ４億５,９９７万２,０００円とする。 

 第２項で、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳
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入歳出予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 １７ページをお願いいたします。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 歳入でございます。 

 １款１項介護保険料１万３,０００円を減額し、８,８４２万２,０００円。 

 ３款国庫支出金８９０万９,０００円を減額し、１億５５５万５,０００円。 

 １項国庫負担金６４９万３,０００円を減額し、７,３０２万１,０００円。 

 ２項国庫補助金２４１万６,０００円を減額し、３,２５３万４,０００円。 

 ４款１項支払基金交付金１,０８９万６,０００円を減額し、１億４５４万３,０００

円。 

 ５款道支出金６２２万４,０００円を減額し、５,６９１万４,０００円。 

 １項道負担金５９７万５,０００円を減額し、４,９８１万１,０００円。 

 ２項道補助金２４万９,０００円を減額し、７１０万３,０００円。 

 ７款繰入金１,４３１万３,０００円を減額し、８,０２２万円。 

 １項他会計繰入金５０４万４,０００円を減額し、７,６８７万２,０００円。 

 ２項基金繰入金９２６万９,０００円を減額し、３３４万８,０００円。 

 内容といたしましては、令和４年度介護サービス給付費及び介護予防サービス給付費の

額の確定に伴う国及び道、町の繰入金のルール分の減額でございます。 

 歳入合計、４,０３５万５,０００円を減額し、４億５,９９７万２,０００円とするもの

でございます。 

 １８ページをお願いいたします。 

 歳出でございます。 

 ２款保険給付費３,８３６万３,０００円を減額し、３億７,７９５万７,０００円。 

 １項介護サービス等諸費３,０７１万２,０００円を減額し、３億３,６１０万８,０００

円。 

 ２項介護予防サービス等諸費５０万円を減額し、１,０５０万円。 

 ３項高額介護サービス等費９０万円を減額し、１,１１０万円。 

 ５項特定入所者介護サービス等費６２５万１,０００円を減額し、１,８９４万９,００

０円。 

 ３款地域支援事業費１９９万２,０００円を減額し、３,３６１万７,０００円。 

 １項総合事業費１９９万２,０００円を減額し、９２５万４,０００円。 

 内容といたしましては、いずれも令和４年度介護サービス給付費及び介護予防サービス

給付費の額の確定に伴う減額でございます。 

 歳出合計、４,０３５万５,０００円を減額し、４億５,９９７万２,０００円とするもの

でございます。 

 また、事項別明細書につきましては、別冊資料５４ページから６３ページにかけまして
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掲載しておりますので、後ほどお目通し願います。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（佐藤 晶君） 説明が終わりましたので、質疑を許します。 

 質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（佐藤 晶君） これで質疑を終わります。 

 これから、報告第３号を採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 報告第３号専決処分した事件は、承認することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（佐藤 晶君） 起立総員です。 

 したがって、日程第１６ 報告第３号専決処分した事件の承認については、承認するこ

とに決定いたしました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第１７ 報告第４ 専決処分した事件の承認について 

──────────────────────────────────── 

○議長（佐藤 晶君） 日程第１７ 報告第４号専決処分した事件の承認について、議題

といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 保健・国保担当課長。 

○保健・国保担当課長（洲崎久代君） 議案の１９ページをお願いします。 

 報告第４号専決処分した事件の承認についてでございます。 

 地方自治法第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、報告し、

承認を求めるものでございます。 

 ２０ページをお願いいたします。 

 専決処分書。 

 令和４年度目梨郡羅臼町後期高齢者医療事業特別会計補正予算について、地方自治法第

１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分する。 

 なお、専決処分年月日は、令和５年３月３１日でございます。 

 ２１ページをお願いいたします。 

 令和４年度目梨郡羅臼町後期高齢者医療事業特別会計補正予算。 

 令和４年度目梨郡羅臼町の後期高齢者医療事業特別会計補正予算は、次に定めるところ

による。 

 第１条は、歳入歳出予算の補正でございます。 

 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ５３１万４,０００円を減額し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ６,９５２万９,０００円とする。 



― 28 ― 

 ２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 ２２ページをお願いします。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 歳入でございます。 

 １款１項後期高齢者医療保険料５３１万４,０００円を減額し、５,０１２万３,０００

円。後期高齢者医療保険料の決算を見込んだところ、予算額を下回ったことによる減額で

ございます。 

 歳入合計５３１万４,０００円を減額し、６,９５２万９,０００円とするものでござい

ます。 

 ２３ページをお願いいたします。 

 歳出です。 

 ２款１項後期高齢者医療広域連合納付金５３１万４,０００円を減額し、６,７３６万

１,０００円。歳入でも御説明いたしましたが、後期高齢者医療保険料の決算を見込んだ

ところ予算額を下回ったため、後期高齢者医療広域連合納付金を減額するものでございま

す。 

 歳出合計５３１万４,０００円を減額し、６,９５２万９,０００円とするものでござい

ます。 

 また、事項別明細書につきましては、別冊資料６４ページから６９ページに掲載してお

りますので、後ほどお目通し願います。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（佐藤 晶君） 説明が終わりましたので、質疑を許します。 

 質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（佐藤 晶君） これで質疑を終わります。 

 これから、報告第４号を採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 報告第４号専決処分した事件は、承認することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（佐藤 晶君） 起立総員です。 

 したがって、日程第１７ 報告第４号専決処分した事件の承認については、承認するこ

とに決定いたしました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第１８ 報告第５ 専決処分した事件の承認について 

──────────────────────────────────── 

○議長（佐藤 晶君） 日程第１８ 報告第５号専決処分した事件の承認について、議題



― 29 ― 

といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 建設水道課長。 

○建設水道課長（佐野健二君） 議案の２４ページをお開き願います。 

 報告第５号専決処分した事件の承認について。 

 地方自治法第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、報告し、

承認を求めるものでございます。 

 ２５ページをお開き願います。 

 専決処分書。 

 令和４年度目梨郡羅臼町水道事業会計補正予算について、地方自治法第１７９条第１項

の規定により、別紙のとおり専決処分する。 

 専決処分年月日につきましては、令和５年３月３１日でございます。 

 ２６ページをお願いいたします。 

 令和４年度目梨郡羅臼町水道事業会計補正予算。 

 第１条は、総則でございます。 

 令和４年度目梨郡羅臼町の水道事業会計補正予算は、次に定めるところによる。 

 第２条は、収益的収入及び支出の補正でございます。 

 令和４年度水道事業会計予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり

補正する。 

 収入でございます。 

 第１款水道事業収益から１００万円を減額し、２億６３７万４,０００円。 

 第２項営業外収益から１００万円減額し、５,９６２万４,０００円。新型コロナウイル

ス感染症に係る水道料金の一部減免措置に伴う減収額が確定したことにより、一般会計か

らの補助金が減額となったものでございます。 

 支出でございます。 

 第１款水道事業費用から１００万円を減額し、２億６３７万４,０００円。 

 第１項営業費用から１００万円減額し、１億６,８９５万７,０００円。収入の減額に伴

う財源調整及び職員の異動に伴う賞与引当金として、項内流用したものでございます。 

 第３条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正でございます。 

 予算第６条に定めた経費の金額を次のように改める。 

 職員給与費に３２万５,０００円増額し、１,５９５万２,０００円。職員の異動に伴

い、賞与引当金の増加によるものでございます。 

 以上でございますが、別冊資料７０ページから７１ページに補正予算実施計画を掲載し

ておりますので、後ほどお目通しお願いいたします。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（佐藤 晶君） 説明が終わりましたので、質疑を許します。 
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 質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（佐藤 晶君） これで質疑を終わります。 

 これから、報告第５号を採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 報告第５号専決処分した事件は、承認することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（佐藤 晶君） 起立総員です。 

 したがって、日程第１８ 報告第５号専決処分した事件の承認については、承認するこ

とに決定いたしました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第１９ 議案第２５号 令和５年度目梨郡羅臼町一般会計 

補正予算 

──────────────────────────────────── 

○議長（佐藤 晶君） 日程第１９ 議案第２５号令和５年度目梨郡羅臼町一般会計補正

予算を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 副町長。 

○副町長（川端達也君） 議案の２７ページをお願いいたします。 

 議案第２５号令和５年度目梨郡羅臼町一般会計補正予算。 

 令和５年度目梨郡羅臼町の一般会計補正予算は、次に定めるところによる。 

 第１条は、歳入歳出予算の補正でございます。 

 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１,４１５万４,０００円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ５４億７,８９７万８,０００円とする。 

 ２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 ２８ページをお願いいたします。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 歳入でございます。 

 １４款国庫支出金１,４１５万４,０００円を追加し、３億７,９９７万４,０００円。 

 １項国庫負担金５４３万５,０００円を追加し、１億４,５９４万２,０００円。新型コ

ロナウイルス感染症の予防接種に係る経費に対しての国庫負担金でございます。 

 ２項国庫補助金８７１万９,０００円を追加し、２億３,１８３万４,０００円。新型コ

ロナウイルスワクチン接種の円滑な実施に向けた体制の構築を図るための経費に対して、

国からの補助金となっております。 

 歳入合計１,４１５万４,０００円を追加し、５４億７,８９７万８,０００円となるもの
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でございます。 

 ２９ページをお願いいたします。 

 歳出でございます。 

 ４款衛生費１,４１５万４,０００円を追加し、６億３,８１０万９,０００円。 

 １項保健衛生費１,４１５万４,０００円を追加し、２億５,８８９万２,０００円。新型

コロナウイルスワクチンの特例臨時接種期間が延長されたことに伴い、６月から８月の春

開始分の事業費を補正するものでございます。 

 なお、この補正予算の詳細につきましては、各担当課長から事項別明細書により御説明

させていただきます。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（佐藤 晶君） 保健・国保担当課長。 

○保健・国保担当課長（洲崎久代君） 補正予算の詳細について御説明いたします。 

 まず、新型コロナワクチンオミクロン株対応追加接種の概要について、参考資料にて御

説明いたしますので、別冊参考資料の１ページをお開き願います。 

 新型コロナウイルスワクチンオミクロン株対応追加接種の概要についてです。 

 趣旨ですが、新型コロナウイルス感染症については依然として流行が継続しており、ま

ずは高齢者や基礎疾患を有する者の重症者を減らすこと、重症化リスクが高くない者で

あっても重症者が一定程度生じることを鑑み、令和５年度においても予防接種法上の特例

臨時接種の類型を延長し、接種を継続することとなったため実施するものでございます。 

 対象者につきましては、初回接種を終了した者で春開始接種６月から８月の者について

は６５歳以上の者、５歳以上６４歳未満の者で基礎疾患を有する者、また、その他重症化

リスクが高いと医師が認める者、医療従事者・介護従事者等としております。 

 秋開始接種の９月から１２月の者につきましては、５歳以上の者全員としております。 

 接種の方法ですが、引き続き個別接種は知床らうす国保診療所にて、集団接種は中標津

町こどもクリニック医師により、接種を行うこととしております。 

 接種の開始時期ですが、個別接種は令和５年６月７日から、集団接種は令和５年６月４

日及び６月２５日の日曜日としております。 

 なお、９月から１２月の接種については、今後調整予定としております。 

 事業費についてですが、この後、詳細は御説明させていただきます。 

 その他になりますが、春接種開始にかかる周知については、４月２５日発行の町政だよ

りにて周知済みとしております。 

 続きまして、予算の詳細を御説明いたしますので、別冊資料事項別明細書の７６ページ

をお開き願います。 

 説明の都合上、歳出から御説明いたします。 

 ４款衛生費１項保健衛生費２目予防費。新型コロナウイルスワクチン接種に要する経費

に１,４１５万４,０００円の増額補正です。 
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 内容は、先ほど概要で御説明いたしました新型コロナワクチンオミクロン株対応追加接

種に要する経費で、１節報酬２７８万９,０００円は集団接種医師及び会計年度任用職員

１名分の報酬でございます。３節職員手当等３０７万円につきましては、集団接種等に当

たる職員の時間外手当に要する経費です。また、４節共済費の３３万８,０００円につき

ましては、会計年度任用職員１名分の社会保険料などでございます。８節旅費３２万円に

つきましては、集団接種に従事していただく医師及び看護師等のスタッフの交通費等によ

る費用弁償です。１０節需用費８２万７,０００円につきましては、ワクチン接種に要す

る消耗品及びワクチン接種の周知に係る印刷製本費などです。１１節役務費１３７万５,

０００円につきましては、ワクチン集団接種案内はがき等による郵便料、ワクチン問い合

わせ等のコールセンターに係る電話料及び住民票のある方が町外での接種に係る国保連合

会への支払手数料です。１２節委託料５４３万５,０００円につきましては、追加接種に

係る接種委託料でございます。 

○議長（佐藤 晶君） 税務財政課長。 

○税務財政課長（対馬憲仁君） 引き続き、歳入を御説明いたしますので、７４ページに

お戻り願います。 

 １４款国庫支出金１項国庫負担金２目衛生費国庫負担金に５４３万５,０００円の追加

で、新型コロナウイルスワクチン接種の特例臨時接種期間が延長になったことから、６月

から８月実施分のワクチン接種委託料の財源として、その全額が国庫負担金として交付さ

れるものを本目を新設し、新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金に追加するもの

であります。 

 ２項国庫補助金３目衛生費国庫補助金に８７１万９,０００円の追加で、新型コロナウ

イルスワクチン接種の特例臨時接種期間の延長に伴い、ワクチン接種の円滑な実施に向け

た体制を構築するための財源として、その全額が国庫補助金として交付されるものを新型

コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金に追加するものであります。 

 以上、歳入歳出それぞれ１,４１５万４,０００円の追加補正をお願いするものでありま

す。よろしくお願いいたします。 

○議長（佐藤 晶君） 説明が終わりましたので、質疑を許します。 

 質疑ありませんか。 

 松原議員。 

○８番（松原 臣君） １点だけちょっとお伺いしたいのですけれども、これは６歳以上

の者は誕生日が来てからということなのだけれども、それは接種する、これは始まる期間

に６５歳になっていれば受けられるということだというふうに捉えているのですけれど

も、この５歳以上という子供なのですけれども、９月に５歳になれば受けられるのか、そ

れとも申込みのときに５歳でなければ駄目なのか、その辺どんなふうになっているのか

ちょっとお知らせください。 

○議長（佐藤 晶君） 保健・国保担当課長。 
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○保健・国保担当課長（洲崎久代君） 接種の対象者につきましては、接種日で６５歳以

上及び接種日で５歳以上の者ということになっております。あくまでも接種日目安でその

年齢に達していれば、接種をすることが可能ということになっています。 

○議長（佐藤 晶君） ほかにありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（佐藤 晶君） なければ、これで質疑を終わります。 

 これから、議案第２５号を採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 議案第２５号令和５年度目梨郡羅臼町一般会計補正予算は、原案のとおり決定すること

に賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（佐藤 晶君） 起立総員です。 

 したがって、日程第１９ 議案第２５号令和５年度目梨郡羅臼町一般会計補正予算は、

原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第２０ 各委員会閉会中の所管事務調査の件 

──────────────────────────────────── 

○議長（佐藤 晶君） 日程第２０ 各委員会閉会中の所管事務調査の件について、議題

といたします。 

 お諮りします。 

 各委員長から、委員会においての調査について、会議規則第７１条の規定により、お手

元に配付のとおり、閉会中の所管事務調査の通知が議長に提出されておりますので、承認

したいと思います。 

 御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（佐藤 晶君） 異議なしと認めます。 

 したがって、各委員長から提出された閉会中の所管事務調査の件は、承認することに決

定いたしました。 

──────────────────────────────────── 

◎閉会宣告 

──────────────────────────────────── 

○議長（佐藤 晶君） これで、本日の日程は全部終了いたしました。 

 会議を閉じます。 

 令和５年第１回羅臼町議会臨時会を閉会します。 

 どうもありがとうございました。 

午後 ２時０２分 閉会 
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